
No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 B B B B

拘束時間 E E E E E E E E D E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

拘束時間 E D E D E E E E E E E E E E E E E E E E E D E E E E E E E D E

以前からうつ伏せの姿勢を好むことがあり、
行動制限解除後に身体を動かしてうつ伏せに
なることが頻繁に見受けられている。その
際、身体の重さで導尿カテーテルが閉塞され
てしまうことがあった。そのため対応方法に
工夫をしながら取り組みたい。

寝具や衣類のタグや縫い目をかじって異食し
ようとする行動があるため常時見守りが必要
な状況は継続している。夜間は１時間ごとに
様子を確認している。

寝具や衣類のタグや縫い目をか
じり、異食しようとする行動が
見られ、常時見守りが必要な状
況は継続している。夜間は1時
間ごとに本人の様子を確認して
いる。

寝具や衣類のタグや縫い目をか
じり、異食しようとする行動が
見られ、常時見守りが必要な状
況は継続している。夜間は1時
間ごとに本人の様子を確認して
いる。

以前からうつ伏せの姿勢を好む
ことがあり、行動制限解除後に
身体を動かしてうつ伏せになる
ことが頻繁に見受けられてい
る。本人の意思を尊重したい
が、身体の重さで導尿カテーテ
ルが閉塞されてしまい、排尿管
理が難しくなってしまう。その
ため対応方法の工夫をしながら
取り組む。

行動制限解除後にすぐに身体を
動かしてうつ伏せになることが
確認されている。その際、導尿
カテーテルが閉塞されてしまう
ことがあった。閉塞することは
排尿管理が難しくなるため対応
方法の工夫をしながら取り組
む。

3

取組状況

行動制限解除の取り組みをする
中で、解除後にベッド上で身体
を動かしてうつ伏せになる様子
が度々確認される。導尿カテー
テルが閉塞し、健康面や衛生面
への影響があり、まとまった解
除時間の確保に至っていない。
今後も対応方法を工夫し軽減に
取り組む。

取組状況

県立障害者支援施設における身体拘束の実施状況（拘束種別毎）

　拘束種別： やむを得ず、車いすやベッドに拘束帯等で拘束する

　実 施 月：　令和３年７月の実施状況

　拘束時間：未記入は未実施、A＝30分未満、B＝30分以上１時間未満、C＝１時間以上４時間未満、D＝４時間以上８時間未満、E＝８時間以上24時間未満、F＝24時間

1

取組状況

起床後、本人が落ち着いてソ
ファーで過ごしている日は身体
拘束を実施しなかった。身体拘
束を実施した日は１時間未満で
身体拘束を解除した。

寝具や衣類のタグや縫い目をか
じり、異食しようとする行動が
見られ、常時見守りが必要な状
況は継続している。夜間は1時
間ごとに本人の様子を確認して
いる。

2

起床後、本人が落ち着いてソ
ファーで過ごしている日は身体
拘束を実施しなかった。身体拘
束を実施した日は１時間未満で
身体拘束を解除しており時間を
短縮できている。

本人がゆっくり寝ていたり、起
床した時は本人のソファーに座
り立ち上がる様子がなかったた
め身体拘束を実施しなかった。

本人がソファーに落ち着いて座っている日
は、身体拘束を実施しないで見守りで対応し
た。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 B C

拘束時間 B B B

拘束時間 C C C C B C B B B C C C B C C C C C B B C C C A C C B C B

この期間は、本人の体調も良く
座位安定のためにクッション等
利用した支援で拘束未実施で過
ごせた。
３～５日は外泊を実施。

4

取組状況

「見守り体制の強化」「個別支
援の時間、食事間、おやつ時
間、就床薬服薬支援時等身体拘
束をしない時間の徹底」など、
身体拘束廃止・軽減に向けた取
組みを実施中。

「見守り体制の強化」「個別支
援の時間、食事間、おやつ時
間、就床薬服薬支援時等身体拘
束をしない時間の徹底」など、
身体拘束廃止・軽減に向けた取
組みを実施中。

「見守り体制の強化」「個別支援の時間、食
事間、おやつ時間、就床薬服薬支援時等身体
拘束をしない時間の徹底」など、身体拘束廃
止・軽減に向けた取組みを実施中。27,28日は
ワクチン接種後の発熱により臥床生活してい
たため未実施。

5

取組状況

この期間は未実施。離床セン
サーの使用と本人の睡眠時のリ
ズムを把握することにより就床
時には体幹ベルトを使用せず、
早朝覚醒時のミニベルト使用す
ることで身体拘束の時間を削減
している。

この期間は未実施。離床セン
サーの使用と本人の睡眠時のリ
ズムを把握することにより就床
時には体幹ベルトを使用せず、
早朝覚醒時のミニベルト使用す
ることで身体拘束の時間を削減
している。

離床センサーの使用と本人の睡眠時のリズム
を把握することにより就床時には体幹ベルト
を使用せず、早朝覚醒時のみにベルト使用す
ることで身体拘束の時間を削減している。
26、27日は起床後落ち着かず動きが多く、本
人の身体の安全のために、身体拘束を実施し
た。

「見守り体制の強化」「個別支
援の時間、食事間、おやつ時間
等身体拘束をしない時間の徹
底」など、身体拘束廃止・軽減
に向けた取組みを実施中。就床
時薬服薬中は拘束しない支援を
継続中。

離床センサーの使用と本人の睡
眠時のリズムを把握することに
より就床時には体幹ベルトを使
用せず、早朝覚醒時のみにベル
ト使用することで身体拘束の時
間を削減している。3日は起床
後落ち着かず動きが多く、本人
の身体の安全のために、身体拘
束を実施した。

6

取組状況

10日は外泊までの時間、11日は
外泊のため未実施。
8,13,14日は本人の体調も良く
座位安定のためにクッション等
利用した支援で拘束未実施で過
ごせた。

この期間は、本人の体調も良く
座位安定のためにクッション等
利用した支援で拘束未実施で過
ごせた。
17～19日は外泊を実施。

この期間は、本人の体調も良く座位安定のた
めにクッション等利用した支援で拘束未実施
で過ごせた。
24～26日、31日は外泊を実施。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 A A

拘束時間 E D C E D C C D D C E D D C E E C E E C C D E C E E D D D E C

拘束時間

拘束時間

10

取組状況

この時期は車椅子乗車すること
はなかったため身体拘束は未実
施。

この時期は車椅子乗車すること
はなかったため身体拘束は未実
施。

26日はマンツーマン対応で車椅子散歩実施し
誕生会に参加。落ち着いており乗車中の1時間
25分の間は拘束せずに過ごすことができた。
29日は検診を受ける為に車椅子に乗車。この
際も機嫌よく乗車でき、拘束なしで移動・検
診を受けることができた。

9

取組状況

この時期は車椅子乗車すること
はなかったため身体拘束は未実
施。

この時期は車椅子乗車すること
はなかったため身体拘束は未実
施。

29日は診察があることを事前提示し、診療所
まで車椅子拘束なしで移動し、診察を受ける
ことができた。

この期間の身体拘束は未実施。
７日は一時間以上、車椅子乗車
したが、落ち着いており、拘束
なしで車椅子乗車して、散歩や
食事を取ることができた。

この時期は車椅子乗車すること
はなかったため身体拘束は未実
施。

7

取組状況

この期間は未実施。食事時間
帯、日中活動参加時の身体拘束
によらない支援を継続中。

食事時間帯、日中活動参加時の
身体拘束によらない支援を継続
中。15日のみ車いすで自分で移
動することがあり、本人の身体
の安全のため拘束実施。

この期間は未実施。食事時間帯、日中活動参
加時の身体拘束によらない支援を継続中。

2人夜勤時(3,5,6,7日)に身体拘
束を行わない取組みを試行。2
日は起床が早かったため身体拘
束の実施時間が短くなってい
る。

食事時間帯、日中活動参加時の
身体拘束によらない支援を継続
中。4日のみ車いすで自分で移
動することがあり、本人の身体
の安全のため拘束実施。

2人夜勤時(10,12,13,14日)に身
体拘束を行わない取組みを試
行。8,9日は起床が早かったた
め身体拘束の実施時間が短く
なっている。

8

取組状況
2人夜勤時(17,20,21日)に身体
拘束を行わない取組みを試行。

2人夜勤時(24,27,28,31日)に身体拘束を行わ
ない取組みを試行。
22日は就床が遅くなったため、29日は起床が
早かったため身体拘束の実施時間が短くなっ
ている。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間

拘束時間 B B A A B B B A A A A C B B B B A A A A B A A A B A A B A B A

拘束時間 D D D

拘束時間 E E E E E E E E E E E

13

取組状況

7月4日より「腸閉塞」で湘南厚
木病院に入院中。7月9日ご逝去
し「解除」となる。

14

取組状況

本人の状態を評価しながら継続
しベット抑制及びミトン着用を
実施。ストレス緩和に取組み
（シャワー浴、散歩）見守り強
化を図り抑制時間の軽減に努め
る。次回通院7/12。

シャワー浴に加え、散歩する機
会も設定し、気分転換を図っ
た。12日の通院後、医師の確認
の基、術後の経過も良好との話
を受け、ベットの抑制対応は解
除となる。（11日で終了）

車椅子ベルトは移動時の転落防止のため最小
限で実施している。寮内の移動では車椅子を
使わず。両手引き歩行をしたこともあり、拘
束時間が減少した。

11

取組状況
この期間は治療や理容がなく身
体拘束は実施せず。

この期間は治療や理容がなく身
体拘束は実施せず。

この期間は治療や理容がなく身体拘束は実施
せず。

車椅子ベルトは移動時に転落防
止のため、最小限で実施。

この期間は治療や理容がなく、
身体拘束を実施せず。

12

取組状況

車椅子ベルトは移動時に転落防
止のため最小限で実施。12日は
日中活動と受診があったため、
本人の身体の安全を守るため、
拘束時間が長くなった。

車椅子ベルトは移動時に転落防
止のため最小限の時間で使用し
ている。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 C C C B C C C C C B B C C B C C C B B C C C B A B A C C C B B

拘束時間 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E D E E E

拘束時間 D D D D D D D C D D D D D C D D D C C C C D C D D C D C C C D

拘束時間 D D D D C D E E D D C D D D C D D E E E D E D E E E E E E E

車椅子のベルトの10分以上の解除は、ズボン
を下ろしての歩行するため安全確保が難しい
状況。30分程度の歩行訓練は毎日実施してい
る。土日にベルトを外して職員と過ごす個別
活動を実施しているが長い時間ベルトをはず
せていない。

職員がセットしていたベルトは中止した。車
いすについているベルトがあるがそれは御自
身が着脱しており、そのベルトは継続してい
る。

15

取組状況

職員がセットしていたベルトは
中止した。車いすについている
ベルトがあるがそれは御自身が
着脱しており、そのベルトは継
続している。

職員がセットしていたベルトは
中止した。車いすについている
ベルトがあるがそれは御自身が
着脱しており、そのベルトは継
続している。

職員がセットしていたベルトは
中止した。車いすについている
ベルトがあるがそれは御自身が
着脱しており、そのベルトは継
続している。

16

取組状況

車椅子のベルトの10分以上の解
除は、ズボンを下ろしての歩行
するため安全確保が難しい状
況。30分程度の歩行訓練は毎日
実施している。土日にベルトを
外して職員と過ごす個別活動を
実施しているが長い時間ベルト
をはずせていない。

車椅子のベルトの10分以上の解
除は、ズボンを下ろしての歩行
するため安全確保が難しい状
況。30分程度の歩行訓練は毎日
実施している。土日にベルトを
外して職員と過ごす個別活動を
実施しているが長い時間ベルト
をはずせていない。

車椅子のベルトの10分以上の解
除は、ズボンを下ろしての歩行
するため安全確保が難しい状
況。30分程度の歩行訓練は毎日
実施している。土日にベルトを
外して職員と過ごす個別活動を
実施しているが長い時間ベルト
をはずせていない。

「安全な場面」ではご本人の様子と職員の業
務の動きの中で車椅子抑制帯解除の時間を細
かく拾い支援を行っていく。担当では、御本
人の拘束帯を外せるようマニュアル作成に取
り組んでいく。

18

取組状況

車椅子乗車時は転倒防止のた
め、腰にベルトを装着している
が、職員が側にいる時は外して
いる。

17

取組状況

「安全な場面」ではご本人の様
子と職員の業務の動きの中で車
椅子抑制帯解除の時間を細かく
拾い支援を行っていく。

「安全な場面」ではご本人の様
子と職員の業務の動きの中で車
椅子抑制帯解除の時間を細かく
拾い支援を行っていく。担当で
は、御本人の拘束帯を外せるよ
うマニュアル作成に取り組んで
いく。

「安全な場面」ではご本人の様
子と職員の業務の動きの中で車
椅子抑制帯解除の時間を細かく
拾い支援を行っていく。担当で
は、御本人の拘束帯を外せるよ
うマニュアル作成に取り組んで
いく。

車椅子乗車時は転倒防止のた
め、腰にベルトを装着している
が、職員が側にいる時は外して
いる。

車椅子乗車時は転倒防止のた
め、腰にベルトを装着している
が、職員が側にいる時は外して
いる。

車椅子乗車時は転倒防止のため、腰にベルト
を装着しているが、職員が側にいる時は外し
ている。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 D D D D E E D E D E E E D D E D D E E E E D E E D D E E E E D

拘束時間 E D E E E E D E E E E E D E E E E E E E E E E E E E E E E D E

ミトン未着用後、10分程度で自
傷行為による掻き傷が確認され
ており、まとまった時間を確保
することが難しい。今後も本人
の様子を見ながらミトンを取り
外す取り組みを実施する。７月
13日に指を噛むことで出血を伴
う自傷行為があった。

ミトンによる行動制限解除後、
10分程度で自傷行為による掻き
傷が確認されている。また、現
在は傷を治すことを中心に支援
しているので解除時間を確保す
ることが難しい。今後も傷の状
態を確認しながら解除に取り組
みたい。

日中の時間帯にミトンを外す時間を設けてい
る。ミトンを外した後、腕を引っかいたり、
口に入れて噛む事がみられている。そういっ
た場合は、怪我の悪化を防ぐ為にミトンを着
用する場合があるが、看護師と連携を取り、
傷を処置する対応を行っている。傷を処置し
た後はミトンを着用しない時間を設けてい
る。

県立障害者支援施設における身体拘束の実施状況（拘束種別毎）

　拘束種別： やむを得ず、手指の機能を制限するためにミトン型の手袋を付ける

　実 施 月：　令和３年７月の実施状況

　拘束時間：未記入は未実施、A＝30分未満、B＝30分以上１時間未満、C＝１時間以上４時間未満、D＝４時間以上８時間未満、E＝８時間以上24時間未満、F＝24時間

1

取組状況

夜間(入眠後)にミトンを外す取
り組みを実施している。本人の
体調によって、ミトンを取り外
す時間にバラつきはあるが、取
り組みは継続している。今後、
ミトンを外す回数の積み重ねを
目指す。

2

取組状況

自傷行為により腕に多数の傷が
できている。ミトン未着用の時
間を増やした事により受傷して
しまったが、今後も本人の様子
を見ながらミトンを取り外す取
り組みを実施していく。

行動制限解除の取り組みとして、日中時間帯
と夜間（入眠後）にミトンを外す時間を設け
ている。コンサルテーション講師からアドバ
イスのあった取り組みとして、本人の好みな
物を探している。掴みやすいカゴを本人に渡
すと、しっかりと握りしめており、その間は
自傷行為はなく落ち着いている。ミトンを外
して物を持つ事で本人の気分転換にもなって
いる様子。

行動制限解除の取り組みとし
て、夜間(入眠後)にミトンを外
す取り組みをしている。ミトン
を外す際に覚醒を促して自傷行
為に至ることがあった。一定し
た解除時間の確保は難しいが継
続して取り組むことで実績を重
ねたい。また、コンサルテー
ションの取り組みとして本人に
興味ある物を用いて気分転換を
図り、自傷行為の軽減を目指し
ている。

行動制限解除の取り組みとし
て、夜間(入眠後)にミトンを外
す取り組みを実施している。本
人の状態によって解除時間に左
右するため一定した時間の確保
は難しいが取り組みは継続す
る。
コンサルテーションの支援につ
いて取り組んでいる。日中の時
間帯にミトンを外す時間を更に
増やしている。本人の興味があ
る物を用いて支援を行ってい
る。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 E C C C C C E D D C C D D C E C D C C C E E C C C C C C E D C

拘束時間 B B B B A A A A A A A A A A A A A

拘束時間 E E E E E E E E E E E E E E E

5日は終日ミトンを使用せずに
過ごすことができた。その他、
排泄時に右手で陰部や肛門を触
り、口や頭等を触る行為が見ら
れ、一時的に使用している。

落ち着いている時は、短時間で
も外す取り組みをしている。他
者の腕を掴む、胸元を引っかく
及び自分の傷口を触り出血して
しまう事があり、一時的に使用
している。

落ち着いている時間帯、歩行時はそのまま様
子を見ている。食事中から落ち着かない様子
で腕掴みや指捻りが見られた際、他利用者に
も掴みかかる行為が見られた際、一時的に使
用している。

食後落ち着いている際は、外し
たまま様子を見ている。周囲が
騒がしく落ち着かない際、掴み
掛かりや指捻り、Tシャツの胸
元を掴む行為が見られ、一時的
に使用している。

食後落ち着いている際は、外し
たまま様子を見ている。掴み掛
かりが激しかったり、Tシャツ
の胸元を掴んで離さない際は、
一時的に使用している。

排便時、右手で陰部や肛門を触り、衣類や靴
に便がつく事もあり、一時的に使用してい
る。23.26.28日ミトン使用せず。

排便時、右手で陰部や肛門を触
り口に入れる、頭等を触る行為
が見られ、一時的に使用してい
る。18,19.20日使用せず。

8.9.10.11.12.13日ミトン使用
せず。
排泄時、見守りが可能な日が続
いた。
排便時、オムツを外すと直ぐに
陰部や肛門を手で触ろうと行為
が見られ、一時的に使用してい
る。

本人の状態を評価しながら継続
しベット抑制及びミトン着用を
実施。ストレス緩和に取組み
（シャワー浴、散歩）見守り強
化を図り抑制時間の軽減に努め
る。次回通院7/12。

シャワー浴に加え、散歩する機
会も設定し、気分転換を図っ
た。12日の通院後、医師の確認
の基、術後の経過も良好との話
を受け、ベットの抑制対応は解
除となるが、清潔に保つ必要性
は次回通院時（16日）まで継続
となりミトンを着用し目の保護
にあたることを確認する。

時間の経過とともに術後部位が
気になる様子もないことを確認
し、16日の起床時からミトン着
用を解除する。その後の様子も
変わらず、ご家族にも報告し情
報共有をし終了となる。（15日
で終了）

3

取組状況

4

取組状況

5

取組状況



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

拘束時間

拘束時間

3

取組状況

この期間便秘3日に至ることな
く、つなぎは着用しなかった。
排便時間は起床介助後から朝食
後までの時間帯が多く、概ね安
定しているので排便コントロー
ルへの留意を継続する。

この期間便秘3日に至ることな
く、つなぎは着用しなかった。
排便時間は起床介助後から朝食
後までの時間帯が多く、概ね安
定しているので排便コントロー
ルへの留意を継続する。

この期間便秘3日に至ることな
く、つなぎは着用しなかった。
排便時間は起床介助後から朝食
後までの時間帯が多く、概ね安
定しているので排便コントロー
ルへの留意を継続する。

この期間便秘3日に至ることなく、つなぎは
着用しなかった。排便時間は起床介助後から
朝食後までの時間帯が多く、概ね安定してい
るので排便コントロールへの留意を継続す
る。

取組状況

この期間の身体拘束は未実施。
深夜に目覚めてしまうことも
あったが、ストーマ装具を外す
ことはなし。

この期間の身体拘束は未実施。
深夜に目覚めることがあるが、
ストーマ装具を外すことはな
し。

日課の見通しが立ち体調面・情
緒面で安定している状態での取
り組みを目指したが、引き続
き、室内改修の必要性が生じ、
取組みを見合わせた。

この期間の身体拘束は未実施。
ストーマ装具の不快感を軽減さ
せるなどし、身体拘束をしない
取組みを実施中。

　拘束時間：未記入は未実施、A＝30分未満、B＝30分以上１時間未満、C＝１時間以上４時間未満、D＝４時間以上８時間未満、E＝８時間以上24時間未満、F＝24時間

この期間の身体拘束は未実施。深夜に目覚め
ることがあるが、ストーマ装具を外すことは
なし。

1

取組状況

日課の見通しが立ち体調面・情
緒面で安定している状態での取
り組みを目指したが、引き続
き、室内改修の必要性が生じ、
取組みを見合わせた。

余暇の充実を図る為に、21日は
ドライブ外出の機会を設定。活
動時には職員がマンツーマン対
応し自傷防止したため、拘束衣
を使用しない状態で1時間過ご
すことができた。

室内改修の必要性が生じ、室内で過ごす際の
イレギュラーな対応が刺激となり、激しい自
傷行為につながる可能性がある為、今週も取
組みを見合わせた。

2

県立障害者支援施設における身体拘束の実施状況（拘束種別毎）

　拘束種別： やむを得ず、行動を制限するために介護衣（つなぎ服）を着せる

　実 施 月：　令和３年７月の実施状況



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間

拘束時間 A A A A A A

拘束時間

取組状況

この期間は身体拘束は未実施。
「見通しが持てるスケジュール
提示」など、行動の安定を図る
ことで、身体拘束廃止・軽減に
向けた取組みを実施中。

この期間は身体拘束は未実施。
「見通しが持てるスケジュール
提示」など、行動の安定を図る
ことで、身体拘束廃止・軽減に
向けた取組みを実施中。

この期間は身体拘束は未実施だ
が、「見通しが持てるスケ
ジュール提示」など、行動の安
定を図ることで、身体拘束廃
止・軽減に向けた取組みを実施
中。

この期間は身体拘束は未実施だが、「見通し
が持てるスケジュール提示」など、行動の安
定を図ることで、身体拘束廃止・軽減に向け
た取組みを実施中である。

3

「見通しが持てるスケジュール
提示」により行動の安定を図
り、身体拘束につながらない取
組みを実施中であるが、12日に
他利用者の居室の扉を触ろうと
することがあり、制止すると職
員への粗暴行為があったため、
身体拘束を実施。

「見通しが持てるスケジュール
提示」により行動の安定を図
り、身体拘束につながらない取
組みを実施中であるが、他利用
者の居室の扉に触れる拘りが続
き、他利用者の安全のために、
身体拘束を実施。

「見通しが持てるスケジュール提示」により
行動の安定を図り、身体拘束につながらない
取組みを実施中である。この期間、身体拘束
は未実施であった。

県立障害者支援施設における身体拘束の実施状況（拘束種別毎）

　拘束種別： やむを得ず、支援者が自分の体で利用者を押さえて行動を制限する

　実 施 月：　令和３年７月の実施状況

　拘束時間：未記入は未実施、A＝30分未満、B＝30分以上１時間未満、C＝１時間以上４時間未満、D＝４時間以上８時間未満、E＝８時間以上24時間未満、F＝24時間

今年度に入り、ホールディング
は実施していない。ワクチン接
種などイレギュラーな出来事に
不安を抱えるが、事前に丁寧に
伝えていくことでエスカレート
することはない。

寮では、身体拘束判定会議での
提案を受け、7月末解除に向け
て検討している。過去身体拘束
に至ってしまったケースと、至
らないで対応できたケースなど
場面検討も行う予定。

引き続き、身体拘束は実施して
いない。7月末解除に向けて検
討中。

引き続き身体拘束は実施していない。解除に
向けて検討中。

1

取組状況

2

取組状況

「見通しが持てるスケジュール
提示」により行動の安定を図
り、身体拘束につながらない取
組みを実施中であるが、4日、5
日と他利用者の居室に入ろうと
することがあり、他の利用者の
安全のために、身体拘束を実
施。原因の特定になかなか結び
ついていない。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

拘束時間

拘束時間

この期間は身体拘束は未実施。
居室で安心して過ごせる環境整
備に努めるなど、身体拘束廃
止・軽減に向けた取組みを実施
中。

この期間は身体拘束は未実施。
居室で安心して過ごせる環境整
備や居室以外で楽しめる日課の
提供に努めるなど、身体拘束廃
止・軽減に向けた取組みを実施
中。

この期間は身体拘束は未実施。居室で安心し
て過ごせる環境整備や居室以外で楽しめる日
課の提供に努めるなど、身体拘束廃止・軽減
に向けた取組みを実施中。

5

6

取組状況

この期間の身体拘束は未実施。
安心して過ごすことができる環
境としての居室での過ごし方を
整えるなど、粗暴行為を未然に
防ぐための支援を行っている。

この期間の身体拘束は未実施。
安心して過ごすことができる環
境としての居室での過ごし方を
整えるなど、粗暴行為を未然に
防ぐための支援を行っている。

この期間の身体拘束は未実施。
安心して過ごすことができる環
境としての居室での過ごし方を
整えるなど、粗暴行為を未然に
防ぐための支援を行っている。

この期間の身体拘束は未実施。安心して過ご
すことができる環境としての居室での過ごし
方を整えるなど、粗暴行為を未然に防ぐため
の支援を行っている。

身体拘束廃止・軽減に向けた取組みを実施中
だが、毎日ほぼ支援の都度何かしらの拘りが
見られ、そこから他者（職員）への粗暴行為
が続いている。結果、居室誘導時のホール
ディングの実施につながっている。

4

取組状況

身体拘束廃止・軽減に向けた取
組みを実施中だが、毎日ほぼ支
援の都度何かしらの拘りが見ら
れ、そこから他者（職員）への
粗暴行為が表れており、結果居
室誘導の際のホールディングの
実施につながっている。

身体拘束廃止・軽減に向けた取
組みを実施中だが、毎日ほぼ支
援の都度何かしらの拘りが見ら
れ、そこから他者（職員）への
粗暴行為が続いている。結果、
居室誘導時のホールディングの
実施につながっている。

取組状況

この期間は身体拘束は未実施。
居室で安心して過ごせる環境整
備に努めるなど、身体拘束廃
止・軽減に向けた取組みを実施
中。

身体拘束廃止・軽減に向けた取
組みを実施中だが、毎日ほぼ支
援の都度何かしらの拘りが見ら
れ、そこから他者（職員）への
粗暴行為が表れており、結果居
室誘導の際のホールディングの
実施につながっている。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間

拘束時間

拘束時間 A

蒸し暑さなど、気温変化に敏感
なため、環境調整により不快感
を取り除くこと。本人から怖い
と訴えのある居室ではなく、室
外での気分転換の活動を行うこ
となどに取組み、身体拘束を廃
止していたが、７日は、他利用
者への他害行為があったため、
１分間のホールディングを実
施。

この期間の身体拘束は未実施。
蒸し暑さなど、気温変化に敏感
なため、環境調整により不快感
を取り除くこと。本人から怖い
と訴えのある居室ではなく、室
外での気分転換の活動を行うこ
とを継続して取り組んでいくな
ど、身体拘束軽減に向け支援を
している。

この期間の身体拘束は未実施。
蒸し暑さなど、気温変化に敏感
なため、環境調整により不快感
を取り除くこと。本人から怖い
と訴えのある居室ではなく、室
外での気分転換の活動を行うこ
とを継続して取り組んでいくな
ど、身体拘束軽減に向け支援を
している。

この期間の身体拘束は未実施。蒸し暑さな
ど、気温変化に敏感なため、環境調整により
不快感を取り除くこと。本人から怖いと訴え
のある居室ではなく、室外での気分転換の活
動を行うことを継続して取り組んでいくな
ど、身体拘束軽減に向け支援をしている。

取組状況

この期間の身体拘束は未実施。
不安定時には、居室へ移動する
といった場面の切り替えや音楽
を提供するといった気分の切り
替えを図ることで身体拘束につ
ながらない支援を行っている。

この期間の身体拘束は未実施。
不安定時には、居室へ移動する
といった場面の切り替えや音楽
を提供するといった気分の切り
替えを図ることで身体拘束につ
ながらない支援を行っている。

この期間の身体拘束は未実施。
不安定時には、居室へ移動する
といった場面の切り替えや音楽
を提供するといった気分の切り
替えを図ることで身体拘束につ
ながらない支援を行っている。

この期間の身体拘束は未実施。不安定時に
は、居室へ移動するといった場面の切り替え
や音楽を提供するといった気分の切り替えを
図ることで身体拘束につながらない支援を
行っている。

7

8

取組状況

この期間の身体拘束は未実施。自傷・他害の
出る要因を探り、要因のひとつと思われる興
奮しやすい事項（待たされることへのストレ
スや他利用者とのかかわり等）を軽減するた
めの支援を行うなど、身体拘束軽減に向け支
援をしている。

この期間の身体拘束は未実施。
自傷・他害の出る要因を探り、
要因のひとつと思われる興奮し
やすい事項（待たされることへ
のストレスや他利用者とのかか
わり等）を軽減するための支援
を行うなど、身体拘束軽減に向
け支援をしている。

この期間の身体拘束は未実施。
自傷・他害の出る要因を探り、
要因のひとつと思われる興奮し
やすい事項（待たされることへ
のストレスや他利用者とのかか
わり等）を軽減するための支援
を行うなど、身体拘束軽減に向
け支援をしている。

この期間の身体拘束は未実施。
自傷・他害の出る要因を探り、
要因のひとつと思われる興奮し
やすい事項（待たされることへ
のストレスや他利用者とのかか
わり等）を軽減するための支援
を行うなど、身体拘束軽減に向
け支援をしている。

9

取組状況



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 A A A

拘束時間 A A A A A

拘束時間 A A A

11

取組状況

この期間の身体拘束は未実施。
引き続き「気になるものを減ら
す環境整備」「落ち着いて楽し
むために興味関心を持てるもの
の提供」とともに、医療との連
携により、身体拘束廃止・軽減
に向けた取組みを実施中。

８日、10日は、激しいこだわり
から不安定になることがあり、
短い時間の身体拘束を実施。
「気になるものを減らす環境整
備」「落ち着いて楽しむために
興味関心を持てるものの提供」
とともに、医療との連携によ
り、身体拘束廃止・軽減に向け
た取組みを実施中。

18日は、入浴中に職員への粗暴
行為があったため、1分間の
ホールディングを実施。「気に
なるものを減らす環境整備」
「落ち着いて楽しむために興味
関心を持てるものの提供」とと
もに、医療との連携により、身
体拘束廃止・軽減に向けた取組
みを実施中。

27日、30日は、激しいこだわりから不安定に
なることがあり、短い時間の身体拘束を実
施。「気になるものを減らす環境整備」「落
ち着いて楽しむために興味関心を持てるもの
の提供」とともに、医療との連携により、身
体拘束廃止・軽減に向けた取組みを実施中。

21日は、洗面台に付着している
水へのこだわりから激しい自傷
及び職員への粗暴行為があり、
5分間のホールディングを実
施。「職員とのコミュニケー
ション」「落ち着いた環境の提
供」など、安心できる生活環境
の提供と支援を行うことで身体
拘束廃止・軽減に向けた取組み
を実施中。

この期間はホールディングによる身体拘束は
未実施。「職員とのコミュニケーション」
「落ち着いた環境の提供」など、安心できる
生活環境の提供と支援を行うことで身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを実施中。

この期間は身体拘束未実施。精神科の医師と
連携した服薬調整と運動日課の導入や夜勤2人
体制時のマンツーマン対応といった環境調整
により身体拘束の軽減を図っている。

10

取組状況

「職員とのコミュニケーショ
ン」「落ち着いた環境の提供」
など、安心できる生活環境の提
供と支援を行うことで身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを実
施中。４日は、職員への粗暴行
為があり、30秒のホールディン
グを実施。

９日は、職員への粗暴行為があ
り、30秒ホールディング実施。
「職員とのコミュニケーショ
ン」「落ち着いた環境の提供」
など、安心できる生活環境の提
供と支援を行うことで身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを実
施中。

12

取組状況

この期間の身体拘束は未実施。
引き続き精神科の医師と連携し
た服薬調整と運動日課の導入や
夜勤2人体制時のマンツーマン
対応といった環境調整により身
体拘束の軽減を図っている。

12日は、利用者及び職員への粗
暴行為が見られたため、それぞ
れ１分程度の身体拘束を実施。
精神科の医師と連携した服薬調
整と運動日課の導入や夜勤2人
体制時のマンツーマン対応と
いった環境調整により身体拘束
の軽減を図っている。

15日、17日は、利用者及び職員
への粗暴行為が見られたため、
それぞれ短時間の身体拘束を実
施。精神科の医師と連携した服
薬調整と運動日課の導入や夜勤
2人体制時のマンツーマン対応
といった環境調整により身体拘
束の軽減を図っている。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間

拘束時間

拘束時間

この間に他害はなし。概ね落ち着いて過ごさ
れておりホールディングはしていない。

14

取組状況

この期間は身体拘束は未実施。
「本人の望む生活用品をそろえ
る等の環境整備」など、情緒安
定を図りながら、身体拘束廃
止・軽減に向けた取組みを実施
中。

この期間は身体拘束は未実施。
「本人の望む生活用品をそろえ
る等の環境整備」など、情緒安
定を図りながら、身体拘束廃
止・軽減に向けた取組みを実施
中。時折、職員への腕をつかむ
行動がみられるが、粗暴までに
は至っていない。

この期間は身体拘束は未実施。
「本人の望む生活用品をそろえ
る等の環境整備」など、情緒安
定を図りながら、身体拘束廃
止・軽減に向けた取組みを実施
中。

この期間は身体拘束は未実施。「本人の望む
生活用品をそろえる等の環境整備」など、情
緒安定を図りながら、身体拘束廃止・軽減に
向けた取組みを実施中。

15

取組状況

1～7日の間、職員を2回叩く。
お渡しする物品の準備不足から
の混乱、日課確認のやり取りか
ら興奮。それぞれ振り返りを行
い対策につなげる。ホールディ
ングはしていない。

この間に他害はなし。雑誌の購
入希望についての話が続くこと
があるが傾聴する中で収束して
いき、大きく興奮することなく
過ごしている。ホールディング
はしていない。

この間に他害は無かったが、他
利用者の音楽機器や玩具等私物
に興味を示して拘ることがあっ
た。本人のペースに配慮しなが
らその場から離す事で収束して
いる。ホールディングはしてい
ない。

この期間は取組みにより落ち着いていたた
め、身体拘束は未実施。「ひらがなでのスケ
ジュールを視覚的に伝える方法」「生活環境
の整備」など、身体拘束廃止・軽減に向けた
取組みを実施中。

13

取組状況

この期間は取組みにより落ち着
いていたため、身体拘束は未実
施。「ひらがなでのスケジュー
ルを視覚的に伝える方法」「生
活環境の整備」など、身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを実
施中。

この期間は取組みにより落ち着
いていたため、身体拘束は未実
施。「ひらがなでのスケジュー
ルを視覚的に伝える方法」「生
活環境の整備」など、身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを実
施中。

この期間は取組みにより落ち着
いていたため、身体拘束は未実
施。「ひらがなでのスケジュー
ルを視覚的に伝える方法」「生
活環境の整備」など、身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを実
施中。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間

拘束時間

県立障害者支援施設における身体拘束の実施状況（拘束種別毎）

　拘束種別： やむを得ず、自分の意思で開けることができない居室等に隔離する

　実 施 月：　令和３年７月の実施状況

　拘束時間：未記入は未実施、A＝30分未満、B＝30分以上１時間未満、C＝１時間以上４時間未満、D＝４時間以上８時間未満、E＝８時間以上24時間未満、F＝24時間

2

取組状況

今年度に入り、居室施錠は実施
していない。ワクチン接種など
イレギュラーな出来事に不安を
抱えるが、事前に丁寧に伝えて
いくことでエスカレートするこ
とはない。

寮では、身体拘束判定会議での
提案を受け、7月末解除に向け
て検討している。過去身体拘束
に至ってしまったケースと、至
らないで対応できたケースなど
場面検討を行っている。

引き続き、身体拘束は実施して
いない。7月末解除に向けて検
討中。

1

取組状況

6月15日以降、居室施錠は実施
していない。夕方の時間帯や就
寝前の時間帯の過ごし方の充実
に取り組んでいる。

引き続き居室施錠は実施してい
ない。夕方の自立課題の導入や
就寝前のお茶の提供方法等につ
いて、微調整を行っている。

居室施錠は引き続き実施してい
ない。日中活動や自立課題につ
いては、意欲的に取り組めてお
り継続して提供している。ま
た、お茶の提供については、常
に飲みたい要求に固執してしま
うため、絵カードの提示により
理解してもらっている。拘束解
除に向けて検討を行っている。

食堂の蛇口のカランの拘りが時折みられる
が、場面転換を行うことで情緒は落ち着いて
いる。また、日中活動や寮内で継続し、多量
に飲水を要求する拘りは、絵カード提示で助
長することはない。居室施錠は実施していな
いため、解除に向けて検討中。

引き続き身体拘束は実施していない。解除に
向けて検討中。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 B B B B B B B B B C B B B B C B C B B B B B B B B B B B B B B

拘束時間 E E E E E D E D E E E E E E E D E E D E D D E E D E E E E E D

拘束時間 E D C C E E E E E C D E E E C E C C E E E E E D C D E E E E D

3

取組状況

「見通しを持てるようタイマーの導入」「余
暇活動の導入」「夜間の解錠」など、身体拘
束廃止・軽減に向けた取組みを実施中。本人
が支援の受け入れることを拒否する日がある
が、落ち着いて過ごすことが出来ている。

5

取組状況

「(落ち着いた時の）夜間の解
錠」など、身体拘束廃止・軽減
に向けた取組みを実施中だが、
本人の状態が安定せず、拘束時
間も軽減できていない。

「(落ち着いた時の）夜間の解
錠」など、身体拘束廃止・軽減
に向けた取組みを実施中だが、
本人の状態が安定せず、拘束時
間も軽減できていない。

「(落ち着いた時の）夜間の解
錠」など、身体拘束廃止・軽減
に向けた取組みを実施中だが、
本人の状態により、施錠時間に
も幅が見られており、まだ安定
していない。

「(落ち着いた時の）夜間の解錠」など、身体
拘束廃止・軽減に向けた取組みを実施中だ
が、本人の状態が日によって波があり、拘束
時間も軽減できていない。

4

取組状況

居室以外で行える余暇活動を増
やし、身体拘束廃止・軽減に向
けた取組みを実施中であるが、
全体の拘束時間は大きな変化は
みられていない。

居室以外で行える余暇活動を増
やし、身体拘束廃止・軽減に向
けた取組みを実施中であるが、
全体の拘束時間は大きな変化は
みられていない。

居室以外で行える余暇活動を増
やし、身体拘束廃止・軽減に向
けた取組みを実施中であるが、
全体の拘束時間は大きな変化は
みられていない。

居室以外で行える余暇活動を増やし、身体拘
束廃止・軽減に向けた取組みを実施中である
が、全体の拘束時間は大きな変化はみられて
いない。

「見通しを持てるようタイマー
の導入」「余暇活動の導入」
「夜間の解錠」など、身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを実
施中。

「見通しを持てるようタイマー
の導入」「余暇活動の導入」
「夜間の解錠」など、身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを実
施中。本人が支援の受け入れる
ことを拒否する日があるが、落
ち着いて過ごすことが出来てい
る。

「見通しを持てるようタイマー
の導入」「余暇活動の導入」
「夜間の解錠」など、身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを実
施中。本人が支援の受け入れる
ことを拒否する日があるが、落
ち着いて過ごすことが出来てい
る。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 B B B B B A B B B C B B B B C C B C B B B A B B B B B B B B B

拘束時間 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

拘束時間 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

8

取組状況

居室で安心して過ごせる環境整
備に努めている。また余暇活動
で生活の幅を拡げ、身体拘束廃
止・軽減に向けた取組みを実施
中。

居室で安心して過ごせる環境整
備に努めている。また余暇活動
で生活の幅を拡げ、身体拘束廃
止・軽減に向けた取組みを実施
中。

居室で安心して過ごせる環境整
備や居室以外で楽しめる日課の
提供に努めるなど、身体拘束廃
止・軽減に向けた取組みを実施
中。

居室で安心して過ごせる環境整備に努めてい
る。また余暇活動で生活の幅を拡げ、居室以
外での活動を増やし、身体拘束廃止・軽減に
向けた取組みを実施している。

7

取組状況

身体拘束廃止・軽減に向けた取組みを実施中
だが、毎日ほぼ支援の都度何かしらの拘りか
ら他者（職員）への粗暴行為が表れている。
結果、居室誘導後の居室施錠の実施につな
がっている。

6

取組状況

「新たな余暇活動・日課の導
入」「活動の伝え方の工夫」
「夜間の解錠」など、身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを実
施し、拘束時間はかなり短く
なっている。

「新たな余暇活動・日課の導
入」「活動の伝え方の工夫」
「夜間の解錠」など、身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを実
施し、拘束時間はかなり短く
なっている。10日は入浴時に突
如不穏な状態になり、居室へ誘
導し、落ち着くまで施錠対応を
実施。

「新たな余暇活動・日課の導
入」「活動の伝え方の工夫」
「夜間の解錠」など、身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを実
施しているが、周期的に発作が
あり、その前後は不安定になる
ため、拘束時間は少し伸びる傾
向にある。

「新たな余暇活動・日課の導入」「活動の伝
え方の工夫」「夜間の解錠」など、身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを実施し、この期
間は拘束時間の減少につながった。

身体拘束廃止・軽減に向けた取
組みを実施中だが、毎日ほぼ支
援の都度何かしらの拘りが見ら
れ、そこから他者（職員）への
粗暴行為が表れており、結果居
室誘導後の身体拘束の実施につ
ながっている。

身体拘束廃止・軽減に向けた取
組みを実施中だが、毎日ほぼ支
援の都度何かしらの拘りが見ら
れ、そこから他者（職員）への
粗暴行為が表れており、結果居
室誘導後の居室施錠の実施につ
ながっている。

身体拘束廃止・軽減に向けた取
組みを実施中だが、毎日ほぼ支
援の都度何かしらの拘りが見ら
れ、そこから他者（職員）への
粗暴行為が表れ、結果、居室誘
導後の居室施錠の実施につな
がっている。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間

拘束時間 C D A C C C

拘束時間 C B A C C B

11

取組状況

「職員とのコミュニケーショ
ン」「落ち着いた環境の提供」
など、安心できる生活環境の提
供と支援を行うことで身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを実
施中。４日は、職員への粗暴行
為や激しい自傷行為等があり、
切替えを図るために身体拘束実
施した。

「職員とのコミュニケーショ
ン」「落ち着いた環境の提供」
など、安心できる生活環境の提
供と支援を行うことで身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを実
施中。９日は、職員への粗暴行
為があり、切替えを図るために
身体拘束実施。

「職員とのコミュニケーショ
ン」「落ち着いた環境の提供」
など、安心できる生活環境の提
供と支援を行うことで身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを実
施中。19,20,21日は、特定の職
員に対する粗暴行為が続いたた
め、身体拘束を実施。

「職員とのコミュニケーション」「落ち着い
た環境の提供」など、安心できる生活環境の
提供と支援を行うことで身体拘束廃止・軽減
に向けた取組みを実施中。23日は、こだわり
から職員への粗暴行為があり、切替えを図る
ために身体拘束実施。

10

取組状況

日中の時間帯での職員見守り体
制の強化や、夜間における他寮
からの協力体制確保等により身
体拘束を行わない取組みを進め
ている。４日、５日は夜間帯に
廊下への飛び出し頻回であり、
また、他寮からの協力体制も困
難であったため、本人の安全確
保を目的に身体拘束を実施し
た。

９日、10日は、夜間の時間帯に
不安定になり、本人の身体と他
利用者の安全のために身体拘束
を実施。日中の時間帯での職員
見守り体制の強化や、夜間にお
ける他寮からの協力体制確保等
により身体拘束を行わない取組
みを進めている。

16日、17日は夜間帯に廊下への
飛び出し頻回であり、本人の安
全確保を目的に身体拘束を実
施。
日中の時間帯での職員見守り体
制の強化や、夜間における他寮
からの協力体制確保等により身
体拘束を行わない取組みを進め
ている。

この期間の身体拘束は未実施。日中の時間帯
での職員見守り体制の強化や、夜間における
他寮からの協力体制確保等により身体拘束を
行わない取組みを進めている。

9

取組状況

この期間の身体拘束は未実施。
不安定時には、居室へ移動する
といった場面の切り替えや音楽
を提供するといった気分の切り
替えを図ることで身体拘束につ
ながらない支援を行っている。

この期間の身体拘束は未実施。
不安定時には、居室へ移動する
といった場面の切り替えや音楽
を提供するといった気分の切り
替えを図ることで身体拘束につ
ながらない支援を行っている。

この期間の身体拘束は未実施。
不安定時には、居室へ移動する
といった場面の切り替えや音楽
を提供するといった気分の切り
替えを図ることで身体拘束につ
ながらない支援を行っている。

この期間の身体拘束は未実施。不安定時に
は、居室へ移動するといった場面の切り替え
や音楽を提供するといった気分の切り替えを
図ることで身体拘束につながらない支援を
行っている。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 C C C B A B A A C

拘束時間 D C C C C C C C C A C C C C C C C D C C C D C C C C D C D C D

拘束時間 B A A A A B A A A A A A A A A A A A A A

14

取組状況

「現物提示による伝え方」「余
暇支援」など、身体拘束廃止・
軽減に向けた取組みを実施中。
1日、6日、7日は取組みにより
落ち着いており、身体拘束は未
実施。

「現物提示による伝え方」「余
暇支援」など、身体拘束廃止・
軽減に向けた取組みを実施中。
13日は取組みにより落ち着いて
いたため、身体拘束は未実施。

「現物提示による伝え方」「余
暇支援」など、身体拘束廃止・
軽減に向けた取組みを実施中。
15日、16日、18日、19日は取組
みにより落ち着いており、身体
拘束は未実施。

「現物提示による伝え方」「余暇支援」な
ど、身体拘束廃止・軽減に向けた取組みを実
施中。24日、28日、31日は取組みにより落ち
着いており、身体拘束は未実施。

13

取組状況

「ひらがなでのスケジュールを
視覚的に伝える方法」「生活環
境の整備」など、身体拘束廃
止・軽減に向けた取組みを実施
中。

「ひらがなでのスケジュールを
視覚的に伝える方法」「生活環
境の整備」など、身体拘束廃
止・軽減に向けた取組みを実施
中。

「ひらがなでのスケジュールを
視覚的に伝える方法」「生活環
境の整備」など、身体拘束廃
止・軽減に向けた取組みを実施
中。

「ひらがなでのスケジュールを視覚的に伝え
る方法」「生活環境の整備」など、身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを実施中。

12

取組状況

この期間の身体拘束は未実施。
引き続き「気になるものを減ら
す環境整備」「落ち着いて楽し
むために興味関心を持てるもの
の提供」とともに、医療との連
携により、身体拘束廃止・軽減
に向けた取組みを実施中。

「気になるものを減らす環境整
備」「落ち着いて楽しむために
興味関心を持てるものの提供」
とともに、医療との連携によ
り、身体拘束廃止・軽減に向け
た取組みを実施中。10日は、他
利用者の物品破損により2回身
体拘束を実施。切り替わりを確
認し、それぞれ51分、1時間5分
で身体拘束を解除。

「気になるものを減らす環境整
備」「落ち着いて楽しむために
興味関心を持てるものの提供」
とともに、医療との連携によ
り、身体拘束廃止・軽減に向け
た取組みを実施中。17日、18日
は、職員に対する粗暴行為が
あったため、身体拘束を実施。

「気になるものを減らす環境整備」「落ち着
いて楽しむために興味関心を持てるものの提
供」とともに、医療との連携により、身体拘
束廃止・軽減に向けた取組みを実施中。この
期間、激しいこだわりからの物品破壊及び職
員に対する粗暴行為があったため、身体拘束
を実施。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 A

拘束時間 A A B B B A B A A B B A A B A B C

拘束時間 A A A A

17

取組状況

「身体拘束をしない時間の徹
底」「食堂・デイルームの利用
促進」など、身体拘束廃止・軽
減に向けた取組みを実施中。
1,4日は状態が落ち着かない時
間帯に、本人の身体の安全のた
めに、短時間の身体拘束を実
施。他の日は体調が落ち着いて
おり居室で過ごしていても身体
拘束せずに支援できた。

「身体拘束をしない時間の徹
底」「食堂・デイルームの利用
促進」など、身体拘束廃止・軽
減に向けた取組みを実施中。12
日は状態が落ち着かない時間帯
に短時間の身体拘束を実施。他
の日は体調が落ち着いており居
室で過ごしていても身体拘束せ
ずに支援できた。

「身体拘束をしない時間の徹
底」「食堂・デイルームの利用
促進」など、身体拘束廃止・軽
減に向けた取組みを実施中。こ
の期間は落ち着いて過ごすこと
ができ身体拘束せずに支援でき
た。

「身体拘束をしない時間の徹底」「食堂・デ
イルームの利用促進」など、身体拘束廃止・
軽減に向けた取組みを実施中。31日は状態が
落ち着かず、身体の安全のために短時間の身
体拘束を実施。他の日は体調が落ち着いてお
り居室で過ごしていても身体拘束せずに支援
できた。

16

取組状況

身体拘束廃止・軽減に向けた取
組みを実施中だが、5月中旬か
ら、眠れない又は早朝に覚醒し
てその後の再入眠ができないこ
とが目立ってきたため、精神科
医療と連携し、服薬調整などを
実施した。その後覚醒後徐々に
再入眠ができるようになり、身
体拘束の時間が短くなってい
る。

5月中旬から、眠れない又は早
朝に覚醒してその後の再入眠が
できないことが目立ってきたた
め、精神科医療と連携し、服薬
調整などを実施した。不眠時薬
使用せずとも徐々に再入眠がで
きるようになってきている。

5月中旬から、眠れない又は早
朝に覚醒してその後の再入眠が
できないことが目立ってきたた
め、精神科医療と連携し、服薬
調整などを実施した。前週はよ
く眠れていたが今週は浅眠傾向
のため実施時間が増加した。

5月中旬から、眠れない又は早朝に覚醒してそ
の後の再入眠ができないことが目立ってきた
ため、精神科医療と連携し、服薬調整などを
実施した。前週に引き続き今週も浅眠傾向の
ため実施時間が増加した。

15

取組状況

「夜間の睡眠確保」「日中活動
の活性化」など、身体拘束廃
止・軽減に向けた取組みを実施
中。2日の夜間にトイレで水浴
びあり。その後も強いこだわり
が続くため、トイレ清掃の間、
短時間の身体拘束を実施。

この期間は取組みにより落ち着
いていたため、身体拘束は未実
施。「夜間の睡眠確保」「日中
活動の活性化」など、身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを実
施中。

この期間の身体拘束は未実施。
「夜間の睡眠確保」「日中活動
の活性化」など、身体拘束廃
止・軽減に向けた取組みを実施
中。

この期間の身体拘束は未実施。「夜間の睡眠
確保」「日中活動の活性化」など、身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを実施中。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 B B B B B B B A B B C A A B A

拘束時間 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

18

取組状況

「居室ドアベルの設置」「落ち
着いた環境の提供」など、身体
拘束廃止・軽減に向けた取組み
を実施中。2,6,7日は本人が落
ち着いており、職員の声掛け等
の支援で身体拘束をせずに過ご
せた。

「居室ドアベルの設置」「落ち
着いた環境の提供」など、身体
拘束廃止・軽減に向けた取組み
を実施中。9,11,12,13日は本人
が落ち着いており、職員の声掛
け等の支援で身体拘束をせずに
過ごせた。

「居室ドアベルの設置」「落ち
着いた環境の提供」など、身体
拘束廃止・軽減に向けた取組み
を実施中。21日は落ち着かない
時間帯があり短時間の身体拘束
を実施した。

今週は改修を行う必要性が生じる部屋の状況
であったため、本人のけが等を防止するた
め、不調時の早期介入の頻度が高くなり、身
体拘束をしない時間が増えた。引き続き、
「絵本読み・散歩等職員と一緒に過ごす時間
を増やす・午前中の居室外での活動」など、
日課を増やす取り組みを実施中。

19

取組状況

今週は改修を行う必要性が生じ
る部屋の状況であったため、本
人のけが等を防止するため、不
調時の早期介入の頻度が高くな
り、身体拘束をしない時間が増
えた。引き続き、「絵本読み・
散歩等職員と一緒に過ごす時間
を増やす・午前中の居室外での
活動」など、日課を増やす取り
組みを実施中。

今週は改修を行う必要性が生じ
る部屋の状況であったため、本
人のけが等を防止するため、不
調時の早期介入の頻度が高くな
り、身体拘束をしない時間が増
えた。引き続き、「絵本読み・
散歩等職員と一緒に過ごす時間
を増やす・午前中の居室外での
活動」など、日課を増やす取り
組みを実施中。

今週は改修を行う必要性が生じ
る部屋の状況であったため、本
人のけが等を防止するため、不
調時の早期介入の頻度が高くな
り、身体拘束をしない時間が増
えた。引き続き、「絵本読み・
散歩等職員と一緒に過ごす時間
の確保や日課を増やす取り組み
を実施中。21日はドライブ外出
を実施。活動中は穏やかで帰寮
後、頭を振りながら笑顔で過ご
していた。

「居室ドアベルの設置」「落ち着いた環境の
提供」など、身体拘束廃止・軽減に向けた取
組みを実施中。今週は落ち着かず廊下に出て
くることが多く、身体の安全のために身体拘
束を実施した。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 C D C C C C C C C D C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

拘束時間 A B A A C

調子の波はあるものの、刺激を
避け、クールダウンを図る環境
設定と過ごし方を実施すること
で、この期間は身体拘束は未実
施。併せて毛布・ぬいぐるみ・
ソファー・音楽鑑賞でリラック
スできる居場所作りを実施中。

一日を通し、刺激を避け、クールダウンを図
る環境設定と過ごし方を実施中。今週は起床
直後から不調になることが多く、安定のため
の支援を行うが不調が改善しなかったため、
併せて、医療的なケアも行いながら、身体拘
束を実施。実施中は本人の状態を頻繁に確認
して拘束時間の短縮に努めた。

取組状況

「夜間に身体拘束をしない取組
み」を実施中。一人夜勤時でも
目覚めた際に安心できるよう
に、枕元に好きな写真を置いて
拘束をしない取組みを継続中。
日中の活動を増やす取組みにつ
いて、６月末に実施した活動の
振り返りを行い、活動の終わり
をどのように提示していくかを
今後検討していく。

「夜間に身体拘束をしない取り
組み」を実施中。一人夜勤時で
も目覚めた際に安心できるよう
に、枕元に好きな写真を置いて
夜間解錠を継続中。日中の活動
を増やす取り組みついて、活動
の終わりをどのように提示して
いくかを検討中。

「夜間に身体拘束をしない取り
組み」を実施中。一人夜勤時で
も目覚めた際に安心できるよう
に、枕元に好きな写真を置いて
夜間解錠を継続中。日中の活動
を増やす取り組みついて、活動
の終わりをどのように提示して
いくかを検討中。

20

21

取組状況

本人の調子の波はあるものの、
刺激を避け、クールダウンを図
る環境設定と過ごし方を実施す
ることで、この期間は身体拘束
は未実施。併せて毛布・ぬいぐ
るみ・ソファー・音楽鑑賞でリ
ラックスできる居場所作りを実
施中。

調子の波はあるものの、刺激を
避け、クールダウンを図る環境
設定と過ごし方を実施すること
で、この期間は身体拘束は未実
施。併せて毛布・ぬいぐるみ・
ソファー・音楽鑑賞でリラック
スできる居場所作りを実施中。

「夜間に身体拘束をしない取り組み」を実施
中。一人夜勤時でも目覚めた際に安心できる
ように、枕元に好きな写真を置いて夜間解錠
を継続中。日中の活動を増やす取り組みにつ
いて、活動の終わりをどのように提示してい
くかを検討中。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

拘束時間 B C

取組状況

自室内で楽しめる余暇活動の導
入で、気持ちの安定を図り、身
体拘束の廃止・軽減に向けた取
組みを実施中。CDを聴いて落ち
着いて過ごせる時間が増えてい
る。7日に居室内の整備が終了
し、好きなテレビやDＶDが楽し
める環境を整えた。

自室内で楽しめる余暇活動の導
入で、気持ちの安定を図り、身
体拘束の廃止・軽減に向けた取
組みを実施中。DVDをリクエス
トして見ることもあるが、居室
外の様子に強い関心を持ち、他
利用者の部屋に入り込むことが
あった。見守り支援を実施しな
がら、拘束時間の軽減に努めて
いる。

自室内で楽しめる余暇活動の導
入で、気持ちの安定を図り、身
体拘束の廃止・軽減に向けた取
組みを実施中。DVDをリクエス
トして見ることもあるが、居室
外の様子に強い関心を持ち、引
き続き、他利用者の部屋に入り
込むことがあった。見守り支援
を実施しながら、拘束時間の軽
減に努めている。

自室内で楽しめる余暇活動の導入で、気持ち
の安定を図り、身体拘束の廃止・軽減に向け
た取組みを実施中。引き続き、居室外の様子
に強い関心があり、他利用者の部屋に入り込
む、廊下で他利用者と接触する場面があっ
た。今後はセンサーの活用も含めた見守り支
援を実施しながら拘束時間の軽減に努めてい
く。

22

23

取組状況

先月の不調時の原因を分析し、
新しい職員が支援に入ることが
増え、緊張感から粗暴行為が出
やすいとの推測から、リラック
スしている時間を共に過ごすな
どコミュニケーションを深める
取組みを進めていく。この時期
は身体拘束未実施。

新しい職員が支援に入ることが
増え、緊張感から粗暴行為が出
やすいとの推測から、リラック
スしている時間を共に過ごすな
どコミュニケーションを深める
取り組みを進めていくことを会
議にて確認。この時期は身体拘
束未実施。

新しい職員が支援に入ることが
増え、緊張感から粗暴行為が出
やすいとの推測から、リラック
スしている時間を共に過ごすな
どコミュニケーションを深める
取り組みを進めているが、17日
は就寝前に不調となり、激しい
壁蹴りをするなどの行為あり、
切り替えを図る為に身体拘束を
実施。拘束中はこまめに状態観
察行い。40分間で拘束解除。

新しい職員が支援に入ることが増え、緊張感
から粗暴行為が出やすいとの推測から、リ
ラックスしている時間を共に過ごすなどコ
ミュニケーションを深める取り組みを進めて
いる。26日は就寝前に不調となり、激しいド
ア蹴りをするなどの行為があり、切り替えを
図る為に身体拘束を実施。29日の会議にて、
不調時の原因分析を進め、支援方法を確認し
た。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間

拘束時間 C D C C D D C C C C D C D D C D C C C D D C D C C C C D C D D

拘束時間 A A B A A

「統一した職員支援の徹底」
「職員とマンツーで過ごす日課
設定」「夜間帯は拘束しない取
組み」を実施して拘束削減中。

25 7/9 拘束時間が長くなる午後帯
に、職員と居室外でおやつを食
べる活動を実施した。表情よく
会食を楽しむことができた。

26

11日は他利用者の食事に手を出
す行為があり、扉に鈴をつけて
対応するも、激しい動きが止ま
らず、本人及び他利用者の安全
の為、身体拘束を実施。13日は
排泄要求が強く、要求が繰り返
され、要求に応じるも不調改善
せず。短時間の拘束を実施し、
気分の切り替えを図ることがで
きた。

15日は夕方からトイレ要求頻
回。夜間の為、ホーム外での過
ごしが難しく場面切り替えでき
ず。トイレ要求にも応じるが、
表情険しく廊下壁への頭突きな
ど落ち着かない状態となったた
め、拘束を実施。実施中はこま
めに状態確認を行い、気分の切
り替えが図れたタイミングで拘
束を解除した。

取組状況

「統一した職員支援の徹底」
「職員とマンツーで過ごす日課
設定」「夜間帯は拘束しない取
組み」を実施して拘束削減中。
拘束時間が長くなる午後に居室
外でおやつを食べる余暇を計画
中。

「統一した職員支援の徹底」「職員とマン
ツーで過ごす日課設定」「夜間帯は拘束しな
い取組み」を実施して拘束削減中。

28日、31日はトイレ要求頻回であり、ホーム
外での過ごしが難しく場面切り替えできず。
トイレ要求にも応じるが、表情険しく廊下壁
への頭突きなど落ち着かない状態となったた
め、拘束を実施。実施中はこまめに状態確認
を行い、気分の切り替えが図れたタイミング
で拘束解除した。

取組状況

ご本人のペースで穏やかに過ご
せる日が続いた為、この期間は
身体拘束は未実施。食事時に他
利用者の部屋へ飛び込んで食事
を食べてしまう・飲料の容器を
握りつぶしてしまう行為に対し
て、居室ドアに鈴をつけて動き
のある時にすぐ対応できるよう
にした。

24

取組状況

表情険しいこともあるが、落ち
着いて過ごせている。居室から
の急な走り出しがあり転倒する
ことがあった為、職員間でリス
クを共有し、見守り支援実施す
ることで身体拘束未実施。

表情険しいこともあるが、落ち
着いて過ごせている。居室から
の急な走り出しがあり転倒する
ことがあった為、職員間でリス
クを共有し、見守り支援実施す
ることで身体拘束未実施。

表情険しいこともあるが、落ち
着いて過ごせている。居室から
の急な走り出しがあり転倒する
ことがあった為、職員間でリス
クを共有し、見守り支援実施す
ることで身体拘束未実施。

表情険しいこともあるが、落ち着いて過ごせ
ている。居室からの急な走り出しがあり転倒
することがあった為、職員間でリスクを共有
し、見守り支援実施することで今月は身体拘
束未実施。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 A A B A A A B A

拘束時間 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D C D D D D D D D

拘束時間 B A A B A

28

29

2日は「他利用者の眼を執拗に
触ろうとする」ため、自室にて
音楽を流したり雑誌を提供する
など気分転換を試みるも落ち着
くことができず、身体拘束を実
施。

取組状況

夜間の不眠・体調不良について
医療と連携。状態変化が大き
く、突発的な動きがある為、見
守り体制を強化して日中から身
体拘束をしない取組みを進めて
いる。7日は車椅子に乗車して
散歩や食事をするなど居室外で
過ごす時間を持つことで気分転
換を図ることができた。

取組状況

夜間（0:00〜1:00）1時間の身
体拘束をしない取組みを実施
中。再施錠後目を覚ますことが
あったが、すぐに再入眠できて
いた。

この期間は身体拘束未実施。
「利用者の顔を触ろうとする」
ことがみられたが、自室にて職
員と一緒に過ごしたり、音楽を
流したり雑誌を提供するなどに
より気分転換を図り落ち着くこ
とができた。

27 会議にて、定時ラウンドを実施
することで、午前帯の拘束を解
除していくことを確認した。

夜間の不眠・体調不良について
医療と連携。状態変化が大き
く、突発的な動きがある為、見
守り体制を強化して日中から身
体拘束をしない取組みを進めて
いる。午前帯の拘束解除に向け
た手順を作成。

夜間の不眠・体調不良について医療と連携。
状態変化が大きく、突発的な動きがある為、
見守り体制を強化して日中から身体拘束をし
ない取組みを進めている。午前帯の拘束解除
に向け、定時巡回の支援を開始し、安全確認
を実施することで今週は身体拘束未実施。

23日は「複数の利用者に対して眼を触った
り、引っ掻くこと」あり、25日も「複数の利
用者の顔に爪を立てたり、手を出したりす
る」ことあり。自室にて音楽を流したり雑誌
を提供するなど気分転換を試みるもすぐに落
ち着くことができず、身体拘束を実施。

夜間１時間の身体拘束をしない
取組みを実施中。再施錠後、目
を覚まし職員を呼ぶことあり。
しかしすぐに再入眠する。

夜間1時間の身体拘束をしない
取組みを実施中。夜間の開錠中
に、職員と何度も会話を希望
し、落ち着かないことがあっ
た。

夜間1時間の身体拘束をしない取組みを実施
中。概ね良眠であったが、夜間開錠中に落ち
着かない日が1日あった。服薬変更があったた
め、本人の夜間の行動観察中。

9日は「複数の利用者に対して
眼を触ったり、左腕を噛むな
ど」あり、12日は「特定の利用
者の顔を執拗に触ろうとする」
ことあり。自室にて音楽を流し
たり雑誌を提供するなど気分転
換を試みるも落ち着くことがで
きず、身体拘束を実施。

取組状況



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間

拘束時間 D C D C C D C D C D C C C D D　 C C C C C C C D C C C D C D D C

拘束時間 C D C

入眠確認時の「身体拘束をしな
い取組み」を実施中だが、開錠
音で覚醒していまい「居室から
出てきた際に廊下を走って転
倒」や「他利用者の居室に入り
トラブルにつながる恐れ」があ
るため身体拘束を実施。

入眠確認時の「身体拘束をしない取組み」を
実施中だが、開錠音で覚醒していまい「居室
から出てきた際に廊下を走って転倒」や「他
利用者の居室に入りトラブルにつながる恐
れ」があるため身体拘束を実施。

32

環境を整備するなど、身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを継
続中。9日は、23時頃より覚醒
し朝まで眠らず。自室の扉を勢
いよく開閉するなど活動性が高
いため身体拘束を実施。

環境を整備するなど、身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを継
続中。16日は、1時半頃より覚
醒し朝まで眠らず。自室の扉を
勢いよく開閉するなど活動性が
高いため身体拘束を実施。

環境を整備するなど、身体拘束廃止・軽減に
向けた取組みを継続中。覚醒し朝まで眠らな
い日があったが、この期間は身体拘束未実
施。

31

取組状況

入眠確認時の「身体拘束をしな
い取組み」を実施中だが、浅眠
気味であり、居室から出てきた
際に廊下を走って転倒したり、
他利用者の居室に入るなどトラ
ブルにつながる恐れがあるため
身体拘束を実施。

取組状況

環境を整備するなど、身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを継
続中。2日は、1時頃より覚醒
し、自室の扉を勢いよく開閉す
るなど活動性が高いため、本人
の安全のため、身体拘束を実
施。

この期間は身体拘束未実施。
睡眠中は居室対応を解除していますが、７月
１日からは、夜間覚醒した際にも施錠せず見
守り対応している。

取組状況

この期間は身体拘束未実施。睡
眠中は居室対応を解除している
が、７月１日からは、夜間覚醒
し活動性があっても、本人の状
態をこまめに把握し、施錠せず
対応している。

30
この期間は身体拘束未実施。
睡眠中は居室対応を解除してい
ますが、７月１日からは、夜間
覚醒し活動性があっても施錠せ
ず対応しています。

入眠確認時の「身体拘束をしな
い取組み」を実施中だが、開錠
音で覚醒していまい「居室から
出てきた際に廊下を走って転
倒」や「他利用者の居室に入り
トラブルにつながる恐れ」があ
るため身体拘束を実施。

この期間は身体拘束未実施。睡
眠中は居室対応を解除している
が、７月１日からは、夜間覚醒
した際にも施錠せず見守り対応
している。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 C C A B

拘束時間

拘束時間 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

35

取組状況

行動観察のまとめから午前に解
錠時間を設定した。更に午後の
時間帯で落ち着いている時間を
抽出し行動観察を行う予定。

行動観察のまとめから午前に解
錠時間を設定した。更に午後の
時間帯で落ち着いている時間を
抽出し行動観察を行っている。

行動観察のまとめから午前に解
錠時間を設定した。更に午後の
時間帯で落ち着いている時間を
抽出し行動観察を行っている。

行動観察のまとめから午前に解錠時間を設定
した。更に午後の時間帯で落ち着いている時
間を抽出し行動観察を行っている。

34

33

センサーを活用しながら、入眠
確認から起床支援まで身体拘束
をしない取組みを継続中。7月1
日からは、新たに「入室してか
ら22時まで（遅番職員の業務終
了）身体拘束をしない」取組み
を実施中。

取組状況

センサーを活用しながら、入眠
確認から起床支援まで身体拘束
をしない取組みを実施中。２日
からは、新たに「本人が入室し
てから21時まで（遅番職員の業
務終了）身体拘束をしない」取
組みを追加し、身体拘束未実
施。

センサーを活用しながら、入眠
確認から起床支援まで身体拘束
をしない取組みを継続中。7月1
日からは、新たに「入室してか
ら21時まで（遅番職員の業務終
了）身体拘束をしない」取組み
を実施中。

この期間は身体拘束は未実施だ
が、「本人の望む生活用品をそ
ろえる等の環境整備」など、情
緒安定に向けた取組みを引き続
き実施中である。

この期間は身体拘束は未実施だ
が、「本人の望む生活用品をそ
ろえる等の環境整備」など、情
緒安定に向けた取組みを引き続
き実施中である。

取組状況

この期間は身体拘束は未実施だ
が、「本人の望む生活用品をそ
ろえる等の環境整備」など、情
緒安定に向けた取組みを引き続
き実施中である。

この期間は身体拘束は未実施だが、「本人の
望む生活用品をそろえる等の環境整備」な
ど、情緒安定に向けた取組みを引き続き実施
中である。

この期間は身体拘束未実施。
センサーを活用しながら、「入眠確認から起
床支援まで身体拘束をしない取組み」、「本
人が入室してから21時まで（遅番職員の業務
終了）身体拘束をしない」取組みを実施中。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 C E E D E D E E E E E D

拘束時間 C C A C B C D C D E E D C C B E E C D A C C D C D

37

取組状況

ご本人の状況によるが、施錠し
ない対応のできる日が増えてき
ている。引き続き対応への配慮
と工夫をしていく。

居室から出てきた際には、可能
な限り一緒に過ごす対応をして
いる。

居室から出てきた際には、可能
な限り一緒に過ごす対応をして
いる。

居室から出てきた際には、可能な限り一緒に
過ごす対応をしている。

36

取組状況
24時間居室開錠継続中。
特変なく過ごされている。

24時間居室開錠継続中。
特変なく過ごされている。

活動性の高まりあり、夜間廊下
に出ると居室に戻ってもらうの
が難しい為、20日から、主に夕
食以降～起床までの居室施錠再
開した。夜間開錠できるタイミ
ングについて見極めていく方
針。一方、日中はデイルーム等
で過ごす時間を増やした。

夜間居室から出ると戻ってもらう事が難しい
状態の為、夕食後居室に戻ってから起床時ま
で居室施錠している。夜間開錠できるタイミ
ングを見極めていく。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

拘束時間 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

県立障害者支援施設における身体拘束の実施状況（拘束種別毎）

　拘束種別： やむを得ず、自分で降りられないようにベッド柵（サイドレール）を使用する

　実 施 月：　令和３年７月の実施状況

　拘束時間：未記入は未実施、A＝30分未満、B＝30分以上１時間未満、C＝１時間以上４時間未満、D＝４時間以上８時間未満、E＝８時間以上24時間未満、F＝24時間

1

取組状況

柵をしないで寝てみてはどうか
提案すると「落っこちたら死ん
じゃうよ」「みんなどうしてい
じわるばかり言うんだ」と泣き
そうな表情で訴え、柵の使用を
希望する。

2

取組状況

夜間、ベッド上で右側臥位にな
ろうとして足がベッドから落ち
転落の危険性が確認されたた
め、ベッド柵を使用する。

柵を使用しないで横になってみたらどうか本
人に確認するが、「落っこちたら怖いで
しょ。」「コロコロ転がっちゃう。」「落ち
たら怪我をするでしょ。」との返答があり柵
の使用を希望する。

柵を付けないで横になってはど
うか本人に確認するが、元気が
なさそうに「馬鹿だな、落っこ
ちちゃうでしょうに。」と返答
があり、柵の使用を希望する。

柵を付けないで寝てみてはどう
か提案するが「頭から落っこち
るだろ、いい加減にしろ。」と
怒る。頭の方だけ柵をしてはど
うか提案すると「足からも落っ
こちてケガする。怪我したらお
姉ちゃんが泣いちゃうだろ。」
と話し、柵の使用を強く希望す
る。

夜間、ベッド上で右側臥位にな
ろうとして足がベッドから落ち
転落の危険性が確認されたた
め、ベッド柵を使用する。

夜間、ベッド上で右側臥位にな
ろうとして身体を動かしてい
た。柵がないとベッドから転落
する危険性が確認されたため、
ベッド柵を使用する。

夜間、ベッド上で右側臥位になろうとして身
体を動かしていた。柵がないとベッドから転
落する危険性が確認されたため、ベッド柵を
使用する。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

拘束時間 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

拘束時間 D D E C D D C C C D D C D E E D D D D D D D D E E E E E E D E

以前からうつ伏せの姿勢を好むことがあり、
行動制限解除後に身体を動かしてうつ伏せに
なることが頻繁に見受けられている。その
際、身体の重さで導尿カテーテルが閉塞され
てしまうことがあった。そのため対応方法に
工夫をしながら取り組みたい。

夜間(入眠後)にベッド柵による
行動制限解除の取り組みをして
いる。本人の様子によって解除
時間にバラつきがあるが、最近
では一定の効果が出ているので
継続して取り組みをする。

夜間(入眠後)、安全を確保した
上でベッド柵を外す取り組みを
している。取り組み時間につい
て本人の様子によって左右され
るが、比較的に一定した時間が
確保されている。今後も様子観
察をしながら取り組みを継続す
る。

家族に確認し、日中ベッドで過ごす時に、職
員が見守りしながらベッド柵を外して様子を
見たいことを伝え了承を得る。日中はクッ
ションを使用しベッド柵を使用しないで様子
を見る取り組みを始めることを確認した。

身体拘束軽減に向けた取り組み
として、ベッドで横になってい
る時にクッションを使用して本
人の様子を見ている。クッショ
ンを動かしたりずれている様子
は確認されない。

身体拘束軽減に向けた取り組み
として、ベッドで横になってい
る時にクッションを使用して本
人の様子を記録する取り組みを
実施中。

身体拘束軽減に向けた取り組み
として、引き続き日中ベッドで
横になった時、職員が見守りし
ながらベッド柵を外して様子を
見ている。

身体拘束軽減に向けた取り組み
として、引き続き日中ベッドで
横になった時、職員が見守りし
ながらベッド柵を外して様子を
見ている。

身体拘束軽減に向けた取り組みとして、引き
続き日中ベッドで横になった時、職員が見守
りしながらベッド柵を外して様子を見てい
る。

3

取組状況

身体拘束軽減に向けた取り組み
として、ベッドで横になってい
る時にクッションを使用して本
人の様子を記録する取り組みを
実施中。

身体拘束軽減に向けた取り組み
として、引き続き日中ベッドで
横になった時、職員が見守りし
ながらベッド柵を外して様子を
見ている。

4

取組状況

5

取組状況

夜間（入眠後）にベッド柵を外
す取り組みを実施している。睡
眠状況によって解除する時間に
ばらつきがあるが、様子観察を
行いながら取り組みを継続して
いる。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間

拘束時間 E E E E E E E E E E E E E E E E D E E E E E E E E E E E E E E

拘束時間

拘束時間 E E E E E E E E E E E E E E D D

入院中のため本人不在。 入院中のため本人不在。

9

取組状況

７月以降,日中と夕方から21時
まで柵をしない対応の時間も増
やしていくこととなった。会議
ごとに定期的に評価や検討を
行っていく。

日中と夕方で３点柵を行ってい
る。ご本人は転落等なく落ち着
いて過ごされている。会議にて
夜間も少し時間を増やすことが
できないか案がでた。職員全体
で検討を行い、可能であれば夜
間も行っていく予定。

8

取組状況

職員間で検討し１５日より夜間
も３点柵の時間を増やしていく
こととなった。23時以降、覚醒
している時に転落の危険と判断
した場合のみ４点柵を行う。定
期的に評価・検討を引き続き
行っていく。

夜間帯も増やした結果、現在特に転落等なく
落ち着いて過ごされている。安全と判断して
も油断は出来ないので、３０分毎の巡視は必
ず行っていく。評価や検討も引き続き行って
いく。

6/26行動制限判定会議にて、
ベッド上での体を突っ張る行動
が継続しており、ベッドからの
転落が予見されることを確認す
る。拘束解除の取り組みが実施
できるか継続検討することを確
認する。

ベッド柵を3点にして試行したが、ベッド上
での体を突っ張る行動が継続しており、ベッ
ドからの転落が予見されることを確認する。
拘束解除の取り組みが実施できるか継続検討
することを確認する。

入院中のため本人不在。 入院中のため本人不在。

7/4より入院のため本人不在と
なる。

7/4より入院のため本人不在となる。

6

7

取組状況

6/26行動制限判定会議にて、
ベッド上での体を突っ張る行動
が継続しており、ベッドからの
転落が予見されることを確認す
る。拘束解除の取り組みが実施
できるか継続検討することを確
認する。

6/26行動制限判定会議にて、日
中と夜間の解除の取り組みを続
け、７月の行動制限判定会議に
て解除について協議することを
目標とした。7/4より入院のた
め本人不在となる。

6/26行動制限判定会議にて、
ベッド上での体を突っ張る行動
が継続しており、ベッドからの
転落が予見されることを確認す
る。拘束解除の取り組みが実施
できるか継続検討することを確
認する。

7/4より入院のため本人不在と
なる。

取組状況



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

拘束時間 B C B C B A B B B A A C B B A A B A B

　拘束時間：未記入は未実施、A＝30分未満、B＝30分以上１時間未満、C＝１時間以上４時間未満、D＝４時間以上８時間未満、E＝８時間以上24時間未満、F＝24時間

1

取組状況

非代替性の評価、一時性の評価
として、開始の5分程安全テー
ブルをしないで職員が付添い排
泄の状況を確認する。排泄がな
いようであれば、安全テーブル
をして職員は離れる。5分程し
て排泄の状況を確認する。その
時点で、排泄の有無に関わら
ず、トイレを終了している。こ
の取り組みを行うことで身体拘
束の時間が10分未満になること
が増えてきている。

13日のグループモニタリング会
議で身体拘束の軽減について話
し合う。期間中寮内の身障者ト
イレを3回利用する。又、ポー
タブルトイレでの安全板の使用
時間は4分～11分程度で、時間
での排泄の確認をし、排泄の有
無に関わらず、ポータブルトイ
レから車椅子に移ることで、身
体拘束の時間が軽減してきてい
る。又、新施設のトイレを確認
し、身障者トイレでの排泄が可
能な様子なので、異動した際に
は身体拘束を解除し排泄評価し
ていくこととする。

新施設に向けて新しいハード面
の状況を確認しつつ一時性の評
価検証を進める。（最初に安全
板をせず5分間見守りをしなが
ら排泄をし、有無の確認を行
う。出ていないようなら安全板
をしてそのまま座って排泄をし
ていただく。５分経ったら排泄
の有無を確認し、でていなくて
も排泄を終了。車椅子へ移譲す
る。身体拘束の時間は５～10分
程度）排泄状況については医療
との連携を図っている。

寮会議にて新施設での身体拘束について話し
合いを行い。身障者トイレを使用することで
身体拘束をすることなく排泄ができるとの判
断。7月いっぱいで安全板を使用した身体拘
束は終了することとする。このことを行動制
限判定会議にて報告し、身障者トイレでの排
泄を評価しながら行っていく事を確認し、
7/31で身体拘束を解除する。

県立障害者支援施設における身体拘束の実施状況（拘束種別毎）

　拘束種別： やむを得ず行う、その他身体拘束に当たる行為（車いすテーブル等）

　実 施 月：　令和３年７月の実施状況

2

取組状況

２日より本人用の車いすの破損
により共用車いすを使用してい
る。徐々に座位保持が不安定に
なり拘束時間が増加してしまっ
た。

本人用の車いすの破損により、
共用車いすを使用していること
から、座位保持の不安定さがな
かなか解消できず拘束時間が増
加してしまった。

7/2より本人用車いすの破損に
より共用車いすを使用している
が座位保持の不安定さが徐々に
解消できてきた。15,20,21日は
身体拘束せずに支援できた。

7/2より本人用車いすの破損により共用車い
すを使用しているが座位保持の不安定さが
徐々に解消できてきた。25、29日以外は身体
拘束せずに支援できた。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 C C B C C C C B C C C B C C B C C C B C C C C C B C A C C C

拘束時間 A A

拘束時間 E E D D D D D D D D D C C D D D D D D D D D C D C C C D C D

１日の拘束時間を４時間未満を目指し、解除
の取り組みを続けることを確認した。

「個別支援の時間、食事時間、
おやつの時間等、身体拘束をし
ない時間の徹底」など、身体拘
束廃止・軽減に向けた取組みを
実施中。

「個別支援の時間、食事時間、
おやつの時間等、身体拘束をし
ない時間の徹底」など、身体拘
束廃止・軽減に向けた取組みを
実施中。

「個別支援の時間、食事時間、
おやつの時間等、身体拘束をし
ない時間の徹底」など、身体拘
束廃止・軽減に向けた取組みを
実施中。

この期間は未実施。飲食時、日
中活動時等身体拘束をしない時
間の徹底により身体拘束廃止、
軽減に向けた取組みを実施中。

飲食時、日中活動時等身体拘束
をしない時間の徹底により身体
拘束廃止、軽減に向けた取組み
を実施中。1,2,4,5,7日は居室
で集中して課題に取り組めたた
め身体拘束未実施。

この期間は身体拘束は未実施。
飲食時、日中活動時等身体拘束
をしない時間の徹底により身体
拘束廃止、軽減に向けた取組み
を実施中。

１日の拘束時間を４時間未満を
目指し、解除の取り組みを続け
ることを確認した。
7/21実施なし

5 6/26行動制限判定会議にて１日
の拘束時間を４時間未満を目指
し、解除の取り組みを続けるこ
とを確認した。

「個別支援の時間、食事時間、おやつの時間
等、身体拘束をしない時間の徹底」など、身
体拘束廃止・軽減に向けた取組みを実施中。
28日はワクチン接種後の発熱により臥床生活
のため身体拘束未実施。

3

取組状況

取組状況

4

取組状況

6/26行動制限判定会議にて１日
の拘束時間を４時間未満を目指
し、解除の取り組みを続けるこ
とを確認した。

この期間は未実施。飲食時、日中活動時等身
体拘束をしない時間の徹底により身体拘束廃
止、軽減に向けた取組みを実施中。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 E C E D C C C D D D D C E E E D D

拘束時間 D D D D E E D C D D D C C D C D D D D D C D C C C D E C D C D

車椅子ベルトを外す時間を設け
ている。その際、気分が高揚す
る事があり車椅子上で腰を前方
に動かして体勢をずらす様子が
ある。そのため、様子観察を続
けながら解除の取り組みを行
う。

7

取組状況

食事の前後や余暇の時間に車椅
子ベルトを外して過ごす時間を
設けている。テレビやラジオ等
を聴いて気持ちが高ぶり、車椅
子上で腰を前方に動かして体勢
をずらす様子も見られる。車椅
子から転落したり、カテーテル
が外れるリスクがある為、見守
りをしながら解除の取り組みを
行っている。

余暇の時間などで車椅子ベルト
を外して過ごす時間を設けてい
る。その際、本人の状態によっ
ては気分が高揚して、車椅子上
で腰を前方に動かして体勢をず
らすことがある。車椅子から転
落や導尿カテーテル抜去の可能
性があるため、本人の様子をみ
ながら解除の取り組みを行って
いる。

6

取組状況

6/26行動制限判定会議にて１日
の拘束時間を８時間未満を目指
し、解除の取り組みを続けるこ
とを確認した。
7/3.7/4.7/5.7/6は実施なし。

6/26行動制限判定会議にて１日
の拘束時間を８時間未満を目指
し、解除の取り組みを続けるこ
とを確認した。7/12.7/14は実
施なし。

１日の拘束時間を８時間未満を
目指し、解除の取り組みを続け
ることを確認した。
7/15.7/21は実施なし。

車椅子ベルトを外して過ごす時間を設けてい
る。気分が高揚した際、車椅子上で腰を前方
に動かして体勢をずらすことがあった。その
際、車椅子から転落や導尿カテーテル抜去の
可能性があるため、様子をみながら解除の取
り組みを行う。

１日の拘束時間を８時間未満を目指し、解除
の取り組みを続けることを確認した。
7/25.7/26.7/28.7/29.7/30.7/31は実施な
し。


